
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

目
次 第

一
章 
（
略
） 

第
二
章 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
係
る
措
置
（
第
二
条
―
第
二
十
一
条
の

二
） 

第
三
章
・
第
四
章 
（
略
） 

附
則 

 

目
次 第

一
章 

（
略
） 

第
二
章 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
係
る
措
置
（
第
二
条
―
第
二
十
一
条
） 

 

第
三
章
・
第
四
章 

（
略
） 

附
則 

 

 

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
製
造
に
係
る
措
置
） 

第
二
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

作
業
場
所
を
そ
れ
以
外
の
作
業
場
所
そ
の
他
関
係
者
が
立
ち
入
る
場
所

か
ら
隔
離
す
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

四 

作
業
場
所
以
外
の
場
所
に
、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
た
め
の
休
憩

室
並
び
に
当
該
労
働
者
の
専
用
に
供
す
る
た
め
の
洗
面
設
備
、
洗
浄
用
灯

油
槽
及
び
シ
ャ
ワ
ー
（
シ
ャ
ワ
ー
を
設
け
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
浴
槽

）
を
設
け
る
こ
と
。 

五 

装
置
等
を
毎
日
一
回
以
上
点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
又
は
そ
の
蒸
気
が

漏
れ
、
又
は
漏
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
必
要
な

処
置
を
行
う
こ
と
。 

六 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保

護
長
靴
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者

が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

七 

（
略
） 

八 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
入
れ
る
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
を
堅
固
で
四
ア
ル
キ
ル

 

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
製
造
に
係
る
措
置
） 

第
二
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

作
業
場
所
を
そ
れ
以
外
の
作
業
場
所
そ
の
他
労
働
者
が
立
ち
入
る
場
所

か
ら
隔
離
す
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

四 

作
業
場
所
以
外
の
場
所
に
、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
た
め
の
休
憩

室
並
び
に
当
該
労
働
者
の
専
用
に
供
す
る
た
め
の
洗
面
設
備
、
洗
浄
用
灯

油
槽そ

う

及
び
シ
ャ
ワ
ー
（
シ
ヤ
ワ
ー
を
設
け
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
浴
槽そ

う

）
を
設
け
る
こ
と
。 

五 

装
置
等
を
毎
日
一
回
以
上
点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
又
は
そ
の
蒸
気
が

漏
れ
、
又
は
漏
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
必
要
な

処
置
を
行
な
う
こ
と
。 

六 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保

護
長
靴ぐ

つ

を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者

が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

七 

（
略
） 

八 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
入
れ
る
ド
ラ
ム
か
ん
等
の
容
器
を
堅
固
で
四
ア
ル
キ



 

鉛
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
容
器
に
四
ア
ル
キ

ル
鉛
用
の
容
器
で
あ
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
。 

２ 
（
略
） 

３ 
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
請
負
人
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な

い
と
き
は
、
第
一
号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

第
一
項
第
六
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

二 

第
一
項
第
七
号
の
保
護
具
を
携
帯
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

三 

第
一
項
第
八
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

 

ル
鉛
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
容
器
に
四
ア
ル

キ
ル
鉛
用
の
容
器
で
あ
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
。 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
混
入
に
係
る
措
置
） 

第
四
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

作
業
場
所
の
建
築
物
を
換
気
が
十
分
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
少
な
く
と
も

そ
の
三
側
面
を
開
放
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

三 

ド
ラ
ム
缶
中
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
装
置
等
に
吸
引
す
る
作
業
に
よ
り
当

該
ド
ラ
ム
缶
を
空
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
部
に
四
ア
ル
キ
ル

鉛
が
残
ら
な
い
よ
う
に
吸
引
す
る
こ
と
。 

四 

ド
ラ
ム
缶
中
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
装
置
等
に
吸
引
す
る
作
業
を
終
了
し

た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
ド
ラ
ム
缶
を
密
栓
し
、
か
つ
、
そ
の
外
面
の

四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。 

五 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前
掛
け
、
保
護
手
袋
及

び
保
護
長
靴
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

二 

第
一
項
第
五
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

 

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
混
入
に
係
る
措
置
） 

第
四
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

作
業
場
所
の
建
築
物
を
換
気
が
十
分
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
少
な
く
と

も
そ
の
三
側
面
を
開
放
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

三 

ド
ラ
ム
か
ん
中
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
装
置
等
に
吸
引
す
る
作
業
に
よ
り

当
該
ド
ラ
ム
か
ん
を
か
ら
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
部
に
四
ア

ル
キ
ル
鉛
が
残
ら
な
い
よ
う
に
吸
引
す
る
こ
と
。 

四 

ド
ラ
ム
か
ん
中
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
装
置
等
に
吸
引
す
る
作
業
を
終
了

し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
ド
ラ
ム
か
ん
を
密
栓せ

ん

し
、
か
つ
、
そ
の
外

面
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。 

五 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前
掛
け
、
保
護
手
袋
及

び
保
護
長
靴ぐ

つ

並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

六 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

（
新
設
） 



 

  
（
装
置
等
の
修
理
等
に
係
る
措
置
） 

第
五
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
作
業
の
は
じ
め
に
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
装
置

等
の
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
の
は
じ
め
に
当
該
装
置
等

の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
が
当
該
作
業
の
性
質
上
著
し
く
困

難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

作
業
（
前
号
の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
労
働

者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前
掛
け
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
並
び
に
有
機

ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
同
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
第
一
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
当

該
請
負
人
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
第
二

号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

第
一
項
第
一
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

二 

第
一
項
第
一
号
の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
き
、

同
項
第
二
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

 

 

（
装
置
等
の
修
理
等
に
係
る
措
置
） 

第
五
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

作
業
の
は
じ
め
に
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
装
置

等
の
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
の
は
じ
め
に
当
該
装
置
等

の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
行
な
う
こ
と
が
当
該
作
業
の
性
質
上
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

作
業
（
前
号
の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
労
働

者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前
掛
け
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴ぐ
つ

並
び
に
有
機

ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
タ
ン
ク
内
業
務
に
係
る
措
置
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
四
ア
ル
キ

ル
鉛
用
の
タ
ン
ク
に
係
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
は
、
作
業
開
始
前
に
、
当
該
各
号
列
記
の
順
に
行
う

も
の
と
す
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

九 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
保
護

 

（
タ
ン
ク
内
業
務
に
係
る
措
置
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
四
ア
ル
キ

ル
鉛
用
の
タ
ン
ク
に
係
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
は
、
作
業
開
始
前
に
、
当
該
各
号
列
記
の
順
に
行
な

う
も
の
と
す
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

九 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
保
護



 

長
靴
及
び
帽
子
並
び
に
送
風
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

十 

第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措
置
に
係
る
作
業
及
び
第
八
号
の
措
置
に

係
る
監
視
の
作
業
（
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に

従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
並

び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作

業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
、
又
は
そ

の
蒸
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措
置
に
係
る
作
業
及
び
同
項
第
八
号

の
措
置
に
係
る
監
視
の
作
業
（
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
行
う
場
合
を
除
く

。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
、
同
項
第
十
号
の

保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
号
た
だ
し
書
の
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
（

労
働
者
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
同
項
第
一
号
か
ら

第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮

す
る
と
と
も
に
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
は
、
当
該

各
号
列
記
の
順
に
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
請
負
人
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ

、
又
は
そ
の
蒸
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
第
二
号
の
事
項
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

第
一
項
の
業
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
第
九
号
の
保
護
具
を
使
用

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

二 

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
係
る
作
業
に
従
事

す
る
と
き
は
、
同
項
第
十
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

 
長
靴ぐ

つ

及
び
帽
子
並
び
に
送
風
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

十 

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措
置
に
係
る
作
業
及
び
第
八
号
の
措
置
に

係
る
監
視
の
作
業
（
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
行
な
う
場
合
を
除
く
。
）

に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴ぐ
つ

並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
、
又
は

そ
の
蒸
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措
置
に
係
る
作
業
及
び
同
項
第
八
号

の
措
置
に
係
る
監
視
の
作
業
（
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
行
な
う
場
合
を
除

く
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
、
同
項
第
十
号

の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
号
た
だ
し
書
の
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
新
設
） 

   

 （
新
設
） 

        

第
七
条 

前
条
の
規
定
（
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
の
規
定
を
除

く
。
）
は
、
令
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
用
の
タ

ン
ク
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
及
び
当
該
業

務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

第
七
条 
前
条
の
規
定
（
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
の
規
定
を
除

く
。
）
は
、
令
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
用

の
タ
ン
ク
に
係
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で



 

い
て
、
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
中
「
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
と
、
同
条
第
四

項
中
「
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
、
第
四
号
、
第

五
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
作
業
開
始

前
に
換
気
装
置
に
よ
り
タ
ン
ク
の
内
部
の
空
気
中
に
お
け
る
ガ
ソ
リ
ン
の
濃

度
が
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト
ル
以
下
に
な
る
ま
で
換
気
し
、
か
つ
、

作
業
中
も
当
該
装
置
に
よ
り
換
気
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
（

労
働
者
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
請
負
人
が
作

業
を
開
始
す
る
前
に
、
前
項
の
換
気
を
行
う
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

  ２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
作
業
開
始

前
に
換
気
装
置
に
よ
り
タ
ン
ク
の
内
部
の
空
気
中
に
お
け
る
ガ
ソ
リ
ン
の
濃

度
が
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
毎
リ
ツ
ト
ル
以
下
に
な
る
ま
で
換
気
し
、
か
つ
、

作
業
中
も
当
該
装
置
に
よ
り
換
気
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 

（
残
さ
い
物
の
取
扱
い
に
係
る
措
置
） 

第
八
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

残
さ
い
物
（
廃
液
を
除
く
。
）
を
運
搬
し
、
又
は
一
時
た
め
て
お
く
と

き
は
、
蓋
又
は
栓
を
し
た
堅
固
な
容
器
で
、
当
該
残
さ
い
物
が
漏
れ
、
又

は
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
用
い
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

三 

廃
液
を
一
時
た
め
て
お
く
と
き
は
廃
液
が
漏
れ
、
又
は
こ
ぼ
れ
る
お
そ

れ
の
な
い
堅
固
な
容
器
又
は
ピ
ッ
ト
を
用
い
、
廃
液
を
廃
棄
す
る
と
き
は

希
釈
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
十
分
除
毒
し
た
後
処
理
す
る
こ
と
。 

四 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保

護
長
靴
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

二 

第
一
項
第
四
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

 

 

（
残
さ
い
物
の
取
扱
い
に
係
る
措
置
） 

第
八
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

残
さ
い
物
（
廃
液
を
除
く
。
）
を
運
搬
し
、
又
は
一
時
た
め
て
お
く
と

き
は
、
ふ
た
又
は
栓せ

ん

を
し
た
堅
固
な
容
器
で
、
当
該
残
さ
い
物
が
漏
れ
、

又
は
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
用
い
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

三 

廃
液
を
一
時
た
め
て
お
く
と
き
は
廃
液
が
漏
れ
、
又
は
こ
ぼ
れ
る
お
そ

れ
の
な
い
堅
固
な
容
器
又
は
ピ
ツ
ト
を
用
い
、
廃
液
を
廃
棄
す
る
と
き
は

希
釈
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
十
分
除
毒
し
た
後
処
理
す
る
こ
と
。 

四 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保

護
長
靴ぐ

つ

を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 
（
略
） 

（
新
設
） 

 



 

 

（
ド
ラ
ム
缶
等
の
取
扱
い
に
係
る
措
置
） 

第
九
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
作
業
の
は
じ
め
に
、
ド
ラ
ム
缶
等
及
び
こ
れ
ら
を
置
い
て
あ
る
場
所
を

点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
が
漏
れ
、
又
は
漏
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
ド
ラ
ム

缶
等
に
つ
い
て
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
処
置
を
行
い
、
か
つ
、
四
ア
ル
キ

ル
鉛
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
る
ド
ラ
ム
缶
等
及
び
場
所
の
汚
染
を
除
去
す

る
こ
と
。 

二 

前
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従

事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
を
使

用
さ
せ
、
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
携
帯
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
項
第
一
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

二 

第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く

。
）
に
従
事
す
る
と
き
は
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護

長
靴
を
使
用
し
、
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
携
帯
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と 

三 

第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
以
外
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は

、
同
項
第
三
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

 

 

（
ド
ラ
ム
か
ん
等
の
取
扱
い
に
係
る
措
置
） 

第
九
条 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

作
業
の
は
じ
め
に
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
及
び
こ
れ
ら
を
置
い
て
あ
る
場
所

を
点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
が
漏
れ
、
又
は
漏
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
ド
ラ

ム
か
ん
等
に
つ
い
て
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
処
置
を
行
な
い
、
か
つ
、
四

ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
る
ド
ラ
ム
か
ん
等
及
び
場
所
の
汚
染

を
除
去
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従

事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴ぐ
つ

を
使

用
さ
せ
、
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
携
帯
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
研
究
に
係
る
措
置
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
第
二
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
研
究
に
係
る
措
置
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
汚
染
除
去
に
係
る
措
置
） 

 

（
汚
染
除
去
に
係
る
措
置
） 



 

第
十
一
条 

事
業
者
は
、
地
下
室
、
船
倉
又
は
ピ
ッ
ト
の
内
部
そ
の
他
の
場
所

で
あ
つ
て
自
然
換
気
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
令
別
表
第
五
第
八
号

に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 
（
略
） 

四 

第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力
に
よ
る
換
気
の
作
業
を
除
く
。
）
に
従

事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
保
護
長
靴
及
び
帽

子
並
び
に
送
風
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ

と
。 

五 

第
二
号
の
換
気
の
作
業
以
外
の
作
業
（
第
三
号
の
措
置
に
係
る
監
視
の

作
業
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手

袋
、
保
護
長
靴
、
帽
子
及
び
送
風
マ
ス
ク
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
に
よ
る
汚
染

を
除
去
す
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
送
風
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ

ス
ク
）
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
所
に
お
い
て
、
同
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に

請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
き
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。 

二 

当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
を

周
知
さ
せ
る
こ
と
。 

イ 

前
項
第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力
に
よ
る
換
気
の
作
業
を
除
く
。

）
に
従
事
す
る
場
合
は
、
同
項
第
四
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
こ
と
。 

ロ 

前
項
第
二
号
の
換
気
の
作
業
以
外
の
作
業
に
従
事
す
る
場
合
は
、
同

項
第
五
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
こ
と
。 

３ 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ

る
と
き
（
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保

護
長
靴
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

４ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
（
第

第
十
一
条 

事
業
者
は
、
地
下
室
、
船
倉
又
は
ピ
ツ
ト
の
内
部
そ
の
他
の
場
所

で
あ
つ
て
自
然
換
気
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
令
別
表
第
五
第
八
号

に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力
に
よ
る
換
気
の
作
業
を
除
く
。
）
に
従

事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
保
護
長
靴ぐ

つ

及
び
帽

子
並
び
に
送
風
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ

と
。 

五 

第
二
号
の
換
気
の
作
業
以
外
の
作
業
（
第
三
号
の
措
置
に
係
る
監
視
の

作
業
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手

袋
、
保
護
長
靴ぐ

つ

、
帽
子
及
び
送
風
マ
ス
ク
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
に
よ
る
汚
染

を
除
去
す
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
送
風
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ

ス
ク
）
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

  

       ２ 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ

る
と
き
（
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保

護
長
靴ぐ

つ

を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

（
新
設
） 



 

二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項

を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

作
業
場
所
に
前
項
第
一
号
の
保
護
具
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

二 
前
項
第
二
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と 

５ 

（
略
） 

６ 

令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務

に
従
事
す
る
間
、
第
一
項
の
場
合
で
、
同
項
第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力

に
よ
る
換
気
の
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
と
き
は
同
項
第
四
号
の
保
護

具
を
、
同
項
の
場
合
で
同
項
第
二
号
の
換
気
の
作
業
以
外
の
作
業
に
従
事
す

る
と
き
は
同
項
第
五
号
の
保
護
具
を
、
第
三
項
の
場
合
は
同
項
第
二
号
の
保

護
具
を
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

   

 ３ 

（
略
） 

４ 

令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務

に
従
事
す
る
間
、
第
一
項
の
場
合
で
、
同
項
第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力

に
よ
る
換
気
の
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
と
き
は
同
項
第
四
号
の
保
護

具
を
、
同
項
の
場
合
で
同
項
第
二
号
の
換
気
の
作
業
以
外
の
作
業
に
従
事
す

る
と
き
は
同
項
第
五
号
の
保
護
具
を
、
第
二
項
の
場
合
は
同
項
第
二
号
の
保

護
具
を
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
の
使
用
に
係
る
措
置
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
局
所
排
気
装
置
を
設
け
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
請
負
人
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
業
務
に

従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い

て
配
慮
す
る
こ
と
。 

二 

当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
一
項
第
二
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が

あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。 

 

 

（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
の
使
用
に
係
る
措
置
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
を
用
い
て
手
足
等
を
洗
つ

て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
汚
染
の
除
去
に
係
る
周
知
） 

 



 

第
十
五
条
の
二 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
身
体
又
は
衣
類
が
四
ア
ル
キ

ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
溶

液
に
よ
り
、
又
は
洗
浄
用
灯
油
及
び
石
け
ん
等
に
よ
り
汚
染
を
除
去
す
る
必

要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

 

（
保
護
具
等
の
管
理
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
保
護
具

に
つ
い
て
前
項
各
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
た
と
き
は
、

作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
、
当
該
労
働
者
が
使
用
し
た
保
護
具
、
作
業
衣
、

器
具
等
を
点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
焼
却
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
し
、
又
は
当
該
汚
染
を
除
去
す

る
こ
と
。 

４ 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
、
使
用
し
た
保

護
具
、
作
業
衣
、
器
具
等
を
点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
焼
却
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
し
、
又
は
当

該
汚
染
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
ご
と
に
二
つ
の
更
衣
用
ロ

ッ
カ
ー
を
当
該
業
務
を
行
う
作
業
場
所
か
ら
隔
離
さ
れ
た
場
所
に
設
け
、
そ

の
う
ち
一
つ
を
金
属
製
で
保
護
具
及
び
作
業
衣
を
格
納
す
る
た
め
の
も
の
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
ご

と
に
二
つ
の
更
衣
用
ロ
ッ
カ
ー
を
当
該
業
務
を
行
う
作
業
場
所
か
ら
隔
離
さ

れ
た
場
所
に
設
け
、
そ
の
う
ち
一
つ
を
金
属
製
で
保
護
具
及
び
作
業
衣
を
格

 

（
保
護
具
等
の
管
理
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

   ２ 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
た
と
き
は
、

作
業
終
了
後
、
す
み
や
か
に
、
当
該
労
働
者
が
使
用
し
た
保
護
具
、
作
業
衣

、
器
具
等
を
点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
焼
却
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
し
、
又
は
当
該
汚
染
を
除
去

す
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

    

３ 

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
ご
と
に
二
つ
の
更
衣
用
ロ

ツ
カ
ー
を
当
該
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
か
ら
隔
離
さ
れ
た
場
所
に
設
け
、

そ
の
う
ち
一
つ
を
金
属
製
で
保
護
具
及
び
作
業
衣
を
格
納
す
る
た
め
の
も
の

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

   



 

納
す
る
た
め
の
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
当
該
請
負
人
に
更
衣
用

ロ
ッ
カ
ー
を
使
用
さ
せ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

７ 
事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
更

衣
用
ロ
ッ
カ
ー
を
使
用
さ
せ
る
等
保
護
具
及
び
作
業
衣
が
適
切
に
格
納
さ
れ

る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

   

（
新
設
） 

 

（
洗
身
） 

第
十
八
条 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
た
と

き
は
、
作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
、
当
該
労
働
者
に
洗
身
（
令
別
表
第
五
第

六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
手
洗
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
洗
身
を
す
る
必

要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
洗
身
） 

第
十
八
条 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
た
と

き
は
、
作
業
終
了
後
、
す
み
や
か
に
、
当
該
労
働
者
に
洗
身
（
令
別
表
第
五

第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
手
洗
）
を
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 

 

 

 

（
立
入
禁
止
） 

第
十
九
条 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
を
行
う
作
業
場
所
又
は
四
ア

ル
キ
ル
鉛
を
入
れ
た
タ
ン
ク
、
ド
ラ
ム
缶
等
が
あ
る
場
所
に
関
係
者
以
外
の

者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す

る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に

よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す

い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
立
入
禁
止
） 

第
十
九
条 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
又
は
四

ア
ル
キ
ル
鉛
を
入
れ
た
タ
ン
ク
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
が
あ
る
場
所
に
関
係
労
働

者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す

い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
事
故
の
場
合
の
退
避
等
） 

第
二
十
条 

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
四

ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
作
業
を
中

止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
作
業
場
所
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
作
業
場
所
等

 
（
事
故
の
場
合
の
退
避
等
） 

第
二
十
条 

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
労

働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、

作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
作
業
場
所
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
作
業
場
所
等



 

に
お
い
て
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る

ま
で
の
間
、
当
該
作
業
場
所
等
に
関
係
者
以
外
の
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
等
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇

所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
負
人
が
異
常
な
症
状
を
訴
え
、
又
は
当
該
請
負
人

に
つ
い
て
異
常
な
症
状
を
発
見
し
た
と
き
で
あ
つ
て
当
該
請
負
人
が
四
ア
ル

キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
は
、
直
ち
に
当
該
請

負
人
を
作
業
場
所
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

に
お
い
て
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
作
業
場
所
等
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が

立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
新
設
） 

    

 

（
掲
示
） 

第
二
十
一
条
の
二 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ

せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
を
行
う
作
業
場
で
あ
る
旨 

二 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
種
類
及
び
そ

の
症
状 

三 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項 

四 

令
別
表
第
五
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場
に
お

い
て
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨 

五 

次
に
掲
げ
る
業
務
又
は
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
い
て
は
、
有
効
な
保

護
具
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等 

イ 

令
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務 

ロ 

令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務 

ハ 

令
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
汚

染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
（
第
五
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書

の
場
合
を
除
く
。
） 

ニ 

令
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
用
及
び
加
鉛

ガ
ソ
リ
ン
用
の
タ
ン
ク
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 （
新
設
） 



 

ホ 

第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措
置
に
係
る
作
業
及
び

同
項
第
八
号
の
措
置
に
係
る
監
視
の
作
業
（
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て

行
う
も
の
を
除
く
。
）
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場

合
を
含
み
、
第
六
条
第
一
項
第
十
号
た
だ
し
書
（
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
を
除
く
。
） 

ヘ 
令
別
表
第
五
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務 

ト 

令
別
表
第
五
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
措

置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
に
限
る
。
）
を
除
く
。
） 

チ 

令
別
表
第
五
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務 

リ 

令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務 

ヌ 

第
十
二
条
第
一
項
の
業
務 

 

 
 
 

第
三
章 

健
康
管
理 

 

 
 
 

第
三
章 

健
康
管
理 

 

 

（
診
断
） 

第
二
十
五
条 

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
労
働
者
に
、
遅

滞
な
く
、
医
師
の
診
断
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
を
飲
み
込
ん
だ
労
働
者 

三
・
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
遅
滞
な
く
医
師
の
診
断
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
と
き
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン

に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お

そ
れ
の
な
い
と
き
を
除
く
。
） 

二 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
を
飲
み
込
ん
だ
と
き 

三 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
蒸
気
を
吸
入
し
、
又
は
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
の
蒸
気
を
多

量
に
吸
入
し
た
と
き 

 

（
診
断
） 

第
二
十
五
条 

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
労
働
者
に
、
遅

滞
な
く
、
医
師
の
診
断
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
を
飲
み
こ
ん
だ
労
働
者 

三
・
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

         



  

四 

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
従
事
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
二
十
二
条
第

一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
症
状
が
認
め
ら
れ
る
と
き 

４ 
事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
同
項
の
診
断
の
結
果
、
異
常
が
認

め
ら
れ
な
か
つ
た
と
き
も
、
そ
の
後
二
週
間
、
医
師
に
よ
る
観
察
を
受
け
る

必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

  （
新
設
） 

 

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
労
働
者
等
の
就
業
禁
止
） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
場

合
又
は
医
師
の
診
断
の
結
果
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が

健
康
の
保
持
の
た
め
に
適
当
で
な
い
と
医
師
が
認
め
た
場
合
は
、
四
ア
ル
キ

ル
鉛
等
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
労
働
者
等
の
就
業
禁
止
） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

 
 




